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【補助事業概要の広報資料】 

 

補助事業番号  26-1-024 

補助事業名  平成２６年度モーターサイクル競技の普及促進及び競技力向上に資する

補助事業 

補助事業者名  一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 

 

 

１ 補助事業の概要 

（１）事業の目的 

モーターサイクル競技の普及を促進し、競技者の競技会参加意欲及び競技力の向

上を目指し、合わせてマナー、規則の徹底を図り、もって公益の増進に寄与する。 

（２）実施内容 

  ２０１５年度版国内競技規則書を作成するために、平成２６年１１月末までに種目

毎の専門委員会を開催し、規則の見直しや新規則を審議し、国際ルールを加味し

26,000部を作成し、会員をはじめ広く配布した。 

モーターサイクル競技は多くの種目・クラスがあり、競技規則書には安全、公平を保

つための技術規則（車両規定、装備規定等）と競技の運営規則（レースのやり方、反

則・罰則規定、クラス昇格規定等）詳細に記載されています。 

 

２ 予想される事業実施効果 

競技会参加者、競技会主催者、競技運営役員、関係者が国内競技規則書を統一解

釈し、全国で開催される競技会が公平、公正、安全に円滑に運営される。 

http://www.mfj.or.jp/racesearch/index.php                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  数多いモーターサイクル競技を代表するロードレース。圧巻なスピードで人気が高い。 

http://www.mfj.or.jp/racesearch/index.php
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 降雪地を舞台にでも行われるモーターサイクルス競技である、スノーモビルレース。 

 

 

３ 本事業に係る成果物 

（１）補助事業により作成したもの 

2015年度版国内競技規則書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfj.or.jp/user/contents/About/promotion/promotion.html 

 

 

2015年度版国内競技規則書の全文 

http://www.mfj.or.jp/user/contents/motor_sports_info/rule/rule.html 

 

 

http://www.mfj.or.jp/user/contents/About/promotion/promotion.html
http://www.mfj.or.jp/user/contents/motor_sports_info/rule/rule.html
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４ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 

      （ニホンモーターサイクルスポーツキョウカイ） 

住   所： 〒104-0045 

東京都中央区築地3丁目11番6号 築地スクエアビル10階 

代 表 者： 会長 大島裕志（オオシマ ヒロシ） 

担 当 部 署： 事業部会員管理ブロック（ジギョウブカイインカンリブロック） 

担 当 者 名： ブロックリーダー 桑原 修（クワバラ オサム） 

電 話 番 号： ０３―５５６５―０９００ 

F A X： ０３―５５６５―０９０７ 

E - m a i l： kuwahara@mfj.or.jp 

 Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.mfj.or.jp/ 
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